
  
  
町会・自治会 会長各位 
  

日頃から、杉並区政にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

また、令和７年 12 月に依頼させていただいた「事前復興まちづくり関するアンケート」につきまし

ては、ご多忙の中、ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

区では現在、アンケートや各種対話の取組を踏まえ、大規模災害後のまちの復興に関する基本的な考え

方や将来像をまとめた「（仮称）杉並区事前復興まちづくり方針」の策定に向けた検討を進めており、令

和８年度中の策定を予定しています。 

特に、令和７年 12 月に実施したアンケートでは、ご協力いただいた町会・自治会の皆様の約７割か

ら、地域での意見交換に前向きなご意見をいただいており、区としても、地域の皆様と対話しながら、検

討を進めることが重要だと考えています。 

 

このことから、令和９年度以降は、令和８年度策定予定の区全体の方針を踏まえ、各々の地域の実情に

即した復興まちづくりのあり方についてより深く検討するため、地域の皆様との意見交換や検討の機会

を設けたいと考えています。 

 

 令和９年度以降実施予定の復興まちづくりのあり方に関する区との意見交換等に関心のある町会・自

治会の皆様（近隣町会等の合同でも結構です）がいらっしゃいましたら、ぜひ担当までご一報賜ります

よう、お願いいたします。 

杉並区都市企画担当課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご注意・ご連絡】 

 ※現時点では、具体的な事業内容や実施方法は未定です。 

※皆様からいただいたご意見等を踏まえ、今後の取組の方向性や進め方を検討してまいります。 

※令和９年度の取組として試行的な実施を検討しています。 

 

 

 

          

資料１ 

 

事前復興まちづくりとは・・・ 

「災害からのまちの復興を迅速に行うために、被災前から被害の状況を想定し、区と区民の皆様が

一緒になって復興後のまちの将来像を考えることや、手順を共有しておくことなどの、復興に向

けた準備をしておくこと」です。 

【お問い合わせ先・担当】 
杉並区 都市整備部管理課 企画調査係 菅井・山口 

所在地：〒166-8570 杉並区阿佐谷南 1-15-1 

電話：03-3312-2111 （内線：3512） 

受付時間: 8時 30分～17 時（土日祝日除く） 

事前復興まちづくりの 
これまでの取組を 
こちらでご紹介しています
（区公式ホームページ） 

令和７・８年度 

アンケート、事前復興まちづくりミーティング、 

パブリックコメント 等 

令和８年度 

（仮称）杉並区事前復興まちづくり方針 

の策定 

各地域での事前復興 

まちづくりの検討 

令和９年度以降 

令和９年度以降の事前復興まちづくりの取組について 

地域の事前復興まちづくりについて一緒に考えませんか？ 

 


